
令和８年度 小山町育英奨学資金奨学生募集要項 

 
小山町では、小山町育英奨学資金貸付の設置、管理及び処分に関する条例（昭和３８年条例第

１７号）により令和８年度の奨学生を次のように募集します。 

予約制度を取り入れていますので、早く内定することにより保護者様の資金計画が立てやすく

なっています。 

 

1. 募集の対象 

1) 町内に居住する者の子弟であって、高等学校、高等専門学校、新制大学又はこれと同程

度の学校（専門学校）に在学若しくは入学予定者 

2) 品行方正、成績良好、心身健康の者 

3) 学資の支払いが困難と認められる者（下記の基準額参照） 

    ○表の「年収・所得の上限額」はあくまで目安です。世帯の人数・事情により増減します。 

 

2.募集予定人数 

  ４人 ※応募者多数の場合は選考とします。 

 

3. 貸与月額 

高 校 生 １２,０００円以内 

大学生等 ３０,０００円以内 

 

4. 貸与期間 

当該学校における正規の修学期間 

 

5. 予約申し込み（提出部数 各１部） 

令和７年１２月１日(月)から令和８年１月３０日(金)までに、次の書類を教育委員会（学

校教育課）に提出。閉庁日及び閉庁時間は受付できません。 

① 奨学生予約願書(様式第２号の３)・・・学校教育課窓口又は小山町ホームページか                  

らダウンロード可能 

② 奨学生推薦調書(様式第２号)・・・学校教育課窓口又は小山町ホームページからダウン

ロード可能 

③ 成績証明書・・・在学中の学校から取得願います 

④ すでに高校、大学等に在学している者で奨学金を志望する場合は在学証明書・・・ 

在学中の学校から取得 

⑤ 同意書（様式第２号の２）・・・学校教育課窓口又は小山町ホームページからダウン   

ロード可能 

⑥ 世帯全員の住民票の写し・・・役場住民福祉課又は各支所 

  

区分 

 

年収・所得の上限額 

（４人世帯の目安） 

 

 給与所得世帯 給与所得以外の世帯  

 
大学 

国・公立 ９０７万円程度 ４２１万円程度  

 私立 ９５５ ４６９  

 
短大 

国・公立 ８９２ ４０６  

 私立 ９３９ ４５３  

 高専 

（高校） 

国・公立 ７５０ ３０２  

 私立 ７８７ ３２８  

 専修 

（専門） 

国・公立 ８５７ ３７７  

 私立 ９２９ ４４３  



⑦ 保護者及び連帯保証人の印鑑証明及び納税証明書 

  印鑑証明書・・・役場住民福祉課又は各支所 納税証明書・・・役場税務課又は各支所 

⑧ 保護者及び願書に記載した家族のうち、所得のある者全員の所得を証明できるもの(確 

定申告書の写し、源泉徴収票の写し又は所得証明書…役場税務課又は各支所等) 

⑨ 他の団体及び個人等からの奨学金を借り受けている場合は、その貸与又は給与調書  

(該当者のみ) 

 

6. 奨学金の返還 

奨学金は、卒業した１か年後から５年間以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦等の方法に

より返還することになっています。 

ただし、全額又は一部を一時に返還することができます。 

 

7. お問合せ 

詳しいことは、小山町教育委員会学校教育課（電話７６－６１２２）へ 


